
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新年度から、人事委員会勧告に基づき週当たりの勤務時間が現行の40

時間（1日8時間）から38時間45分（1日7時間45分）に短縮される

こととなりました。 

市立高教組では、長時間勤務を解消し、この勤務時間短縮を実効ある

ものとするために、市教委交渉を積み重ね、1日当たりの勤務時間の「割

り振り変更」を導入することで合意しました。近く、市教委から各校長

あてに通知される予定です。この新制度の概要は以下の通りです。 

①一日の勤務時間が 7 時間 45 分を超える場合、個人単位で、超過時

間を別の勤務日から減らして（事後でも事前でもよい）、週当たり

の勤務時間が増えないようにすることができる（「割り振り変更」

という）。但し、特定の日の勤務時間をゼロとすることはできない。 

②割り振り変更は、あらかじめ決められた単位期間（4 週間）ごとに

行うものとする（「割り振り単位期間という）。 

 

制度導入後は、例えば次のような勤務が可能になります（＊印が割り振り変更部分） 
曜日 月 火 水 木 金 

週当たり勤務

時間の合計 勤務内容 通常勤務 
1時間超過 

（学年会） 
通常勤務 

2時間超過 

（生徒指導） 

3時間減 

（割り振り変更） 

勤務時間 7時間45分 ＊8時間45分 7時間45分 ＊9時間45分 ＊4時間45分 38時間45分 

注）割り振り単位期間内（裏面参照）なら別な週への割り振り変更も可能です 

対象業務は校長の裁量で 

市立高教組ではこの制度を可能な限り柔軟に運用し、皆が気軽に利用できるものとするために、市教委との協議を重ね、

次のことを確認しました。 

①この制度の趣旨は、管理職に対して職員が早く帰宅できる制度的裏付けを与え、弾力的な運用を促すものであること。 

②従って、対象となる超過勤務について、組合への提示では、「校長があらかじめ計画又は承認した…もの」としてい

るが、日々の教育活動の中でどれを対象とするかは、「校長の裁量である」こと。 

③必要な割り振り変更を認めなかった場合は、校長の責任となること。 

④「通常の勤務時間の変更割り振り簿」を作成するが、届け出や承認などの手続きについては各学校で工夫してよい。 

 

各学校では、分会を中心に至急校長交渉を行い、4 月から円滑に新制度が運用できるよう、取り

組みを強化してください。 

 
 

 

◆平日に残業したら、別の日に早く帰れる！ 

４月から、こんな制度が始まります。 

みんなで知恵を出し合って新制度を活かし、働

きやすい職場を実現しましょう。 
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第１号  2010(H22)年 3月24日(水) 発行 

市教委 
画期的 
提示 

勤務時間の割り振り変更について 
（本年1 月の組合への提示内容） 

1 勤務時間は、月曜日から金曜日まで1 日7 時間
45 分割り振るが、1 日に割り振る勤務時間数を
変更（増減）できるものとする。 

2 割り振り変更は、校長があらかじめ計画又は承
認した学校、学科又は学年単位（これに準ずる
ものを含む。）の行事、会議その他の組織的活
動を伴う業務に従事する場合に行えるものと
する。 

3 割り振り変更は、「通常の勤務時間の変更割り
振り簿」によりあらかじめ行う。 

4 勤務時間の割り振り変更は、4 週間毎の割り振
り単位期間毎に、1 週当たりの勤務時間が 38
時間45 分となる範囲で行うことができる。 

5 勤務時間の割り振り変更の結果、月曜日から金
曜日に勤務時間が割り振られない日を生じさ
せてはならない。 

詰碁のひととき 
黒先で白死（初級） 
ａｂｃｄｅｆｇ 

１┏○┳┳┳●┳ 
２○○╋○○●╋ 
３┣●○╋╋●╋ 
４┣●●●●●╋ 
５┣╋╋╋╋╋╋ 

解答は、次号 

くみあいでは、この制度が、今後各学校でどのように運用されるか、引き続き点
検していきます。また、４週以内での調整では十分ではありません。定期考査中や
長期休業中の早引き等、多くの先生方に喜ばれる制度を目指し当局と協議していき
ますので、皆さんの要望をどんどん伝えて下さい。 



2010年度の割り振り単位期間 
１年365日が４週28日で割り切れないため、余り部分は年度をまたぐことになります。 


